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障害者の工賃アップのための事業について 

予算増額 

 

１ 事業概要 

・事業名 障害者の工賃アップのための就労事業を活性化する事業（委託料） 

令和７年度当初予算 54,036千円（令和６年度 45,398千円） 

・委託先 （特非）千葉県障害者就労事業振興センター  

  ・事業内容 県内の就労支援事業所等における工賃水準の向上を図るため、商品の  

販路拡大や新商品開発等に取り組む事業所を支援する。 

  ・予算増額の主な理由 常勤職員２名の増員 

 

２ 増員理由 

（１） 就労支援事業における会計処理の徹底及び新設事業所や低工賃事業所に対する 

訪問支援のための増員（１名） 

【解決するべき課題】 

・事業所で就労支援事業会計の理解がされておらず、不適正な会計処理（明細          

未作成・福祉会計からの補填・積立等）がされ、結果として、利用者の工賃    

（賃金）に適正に反映されていない場合がある。 

 

事業所に訪問の上、就労支援事業会計の仕組みと日々の会計処理について説明 

を行い、制度の徹底と不適正な会計処理を未然に防ぐよう支援する。 

 

 

（２） 営業強化による事業所への仕事提供の増を図るとともに、事業所の受注増につな 

げる訪問支援を行うための増員（１名） 

【解決するべき課題】 

・新設事業所増加に伴い、仕事が軌道に載っていない、もしくは低単価の受注業務 

を行っている事業所の増加。 

・品質管理や事務手続きなどの商慣行に慣れていない事業所が多いこと。 

 

営業活動を強化し、事業所に仕事をさらに提供する。また、商慣行に不慣れな  

事業所を訪問し、実例を通して商慣行が身に着くよう支援を行う。 

 

３ 具体的な取組み 

    ・令和７年６月から、主に新設事業所を対象に、就労支援事業会計の仕組みや日々 

の会計処理の説明を行う訪問支援を開始している（別添資料３－４参照）。 
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